
                                                   

            

令 和 ３ 年 １ 月 ７ 日  

千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部  

千葉県商工労働部経済政策課 

 

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じて 
いただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金について 

（１月８日以降の時間短縮分） 
 

 
 
 

 

１ 支給対象 
（１）東葛地域及び千葉市の飲食店  

  ①酒類を提供する飲食店 

通常２０時より後も営業している方 

    １月８日から新たに営業時間短縮要請に御協力いただく場合 

    最大１８６万円の支給 

  

  ②酒類を提供しない飲食店 

   通常２０時より後も営業している方 

    １月１２日から営業時間短縮要請に御協力いただく場合 

最大１６２万円の支給 

 
（２）東葛地域及び千葉市以外の飲食店  

   通常２０時より後も営業している方 

１月１２日から営業時間短縮要請に御協力いただく場合 

  最大１６２万円の支給 

  

 ※ 協力金の詳細、受付期間、申請方法、申請書類等については、後日お知らせします。 

 ※ 協力金の申請時に営業時間の短縮及び酒類の提供時間の短縮を行ったことがわかる 

書類を提出していただきます。 

   

２ 本協力金についての問い合わせ先 
千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター 

【電話番号】０５７０－００３８９４ 

【受付時間】９時から１８時まで（土・日・祝含む） 

報道資料 千 葉 県 

Chiba Prefectural Government 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、１月８日から２月７日までの間、

営業時間を５時から２０時（酒類の提供は１１時から１９時）までに短縮してい

ただいた飲食店に対し、店舗ごとに下記の協力金を支給します。 


